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休眠預金等の活用に関するＱ＆Ａ 

 

１．休眠預金等の活用のスキーム 

1-1 なぜ国庫に入れずに休眠預金等を活用するのですか。 
1-2 どのような分野に休眠預金等を活用するのでしょうか。 
1-3 どのような方法で休眠預金等を活用するのでしょうか。 

 

２．指定活用団体 

2-1 なぜ指定活用団体を設けるのですか。どのような団体を指定するのでしょうか。 
2-2 誰が指定活用団体を設立して、誰がその理事に就任するのでしょうか。 

 

３．資金分配団体 

3-1 資金分配団体は、どのような団体を想定しているのでしょうか。 
3-2 独立行政法人は、資金分配団体や現場の団体になり得るのでしょうか。 
3-3 なぜ資金分配団体を経由するのですか。 

 

４．民間公益活動を行う団体 

4-1 利潤追求を目的とする株式会社等に対して休眠預金等を活用することは排除して

いないのでしょうか。 
 

５．民間公益活動促進業務 

5-1 どのように事業の監督を行うのでしょうか。 
5-2 資金の流用や不適切な支出等にはどのように対応するのでしょうか。 

 

６．スケジュール 

6-1 第１号となる活用案件はいつですか。 
 
 
※休眠預金の活用に関する最新の情報は、休眠預金等活用準備室ホームページを御参照

ください。  
＜内閣府休眠預金等活用準備室＞ 
URL：http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html 

  

参考 

http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html
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１．休眠預金等の活用のスキーム 

Q 1-1. なぜ国庫に入れずに休眠預金等を活用するのですか。 
A. 諸外国では、休眠預金を国や州政府の一般会計に入れる例がある一方で、福祉事業等に活用

している例もあります。我が国としては、①預金の公共的役割等に照らし、②「人口急減・超

高齢化社会」到来に備えて、休眠預金等を活用することとしています。 
その活用方法については、 
① 原資は預金等であることから、単に資金を個人に支給して費消する活動ではなく、継続的

に行われる民間の活動を支援することにより当該活動（※）の拡大を目指す 
（※）法律における「民間公益活動」は「・・・国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸

課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動であって、これが成果を

収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるもの」を意味しています（法

第 16 条第１項） 

② 従来の行政手法では対応困難な課題を解決し、今後大きな役割を果たすことが期待される 
③ 民間企業に対する資金供給や、公的部門における資金量に比して、資金が極めて不足して

いる 
等の諸点に鑑み、「民間公益活動」を促進するために活用することとしています。 

休眠預金等を民間公益活動の促進に活用することにより、銀行等の融資による民間の事業拡大

効果に準じた効果とともに、行政による公共の福祉の増進効果に準じた効果をもたらし、社会全

体への波及効果が大きくなることを期待しています。 
   【第 16条参照】 

 
Q1-2. どのような分野に休眠預金等を活用するのでしょうか。 
A.  我が国は、現状のままでは「人口急減・超高齢化社会」が到来し、国民生活の質・水準が

低下するなど様々な困難に直面するおそれがあり、従来の行政手法では対応困難な課題の解決

につながり、社会全体への波及効果の大きい民間による公益に資する活動を促進することが急

務です。 
そこで、このような活動に休眠預金等を活用することとしています。具体的には、以下の分

野に活用することとしています。 
① 子ども及び若者の支援に係る活動 
② 日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動 
③ 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に

係る活動 
【第 16条第１項、第 17条第１項参照】 

 
Q1-3. どのような方法で休眠預金等を活用するのでしょうか。 
A. まず、内閣総理大臣が、休眠預金等活用審議会での審議を経て、休眠預金等交付金に係る資

金の活用に関する「基本方針」と「基本計画」を作成し、公表します。 

 次に、内閣総理大臣による指定を受けた指定活用団体が「基本方針」に即した「民間公益活

動促進業務規程」を、また、「基本計画」に即した事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理
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大臣の認可を受けます。また、指定活用団体は、認可を受けた事業計画等を公表しなければな

りません。 

 指定活用団体は、認可を受けた事業計画等に則り、資金分配団体を公募によって決定しま

す。そして、資金分配団体は、実際に活動をする現場の団体を公募によって決定します。 

 内閣府が指定活用団体の監督を、指定活用団体が資金分配団体の監督を、資金分配団体が現

場の団体の監督を行います。民間団体である指定活用団体に事業実施の責任を持たせることと

されているのは、民間の創意工夫を活かした公益的活動を引き出すためです。 

 事業実施後には、現場の団体、資金分配団体、指定活用団体は、それぞれ事業報告書を監督

先に提出し、報告を行います。指定活用団体は、事業報告をとりまとめた上で、内閣府へと提

出し、内閣府において休眠預金等活用審議会での検討を経て総合的な評価を行う予定です。 

【第 18条－第 20条、第 22条、第 23条、第 26条参照】 

２．指定活用団体 

Q2-1. なぜ指定活用団体を設けるのですか。どのような団体を指定するのでしょうか。 
A. 指定活用団体は、各資金分配団体に休眠預金等交付金に係る資金を交付するとともに、資金

分配団体に対する監督を通じて、各現場の団体の実施する事業についての説明責任を負う団体

です。 

 指定活用団体は、国及び地方公共団体が対応することが困難な様々な社会的課題の解決に資

する多種多様な事業を支援対象としているため、特定の目的を有して活動している既存の団体

では困難な、中立的な立場を守る必要があるとともに、相応の体制整備が不可欠です。 

 休眠預金等交付金に係る資金を活用する事業は、従来の対応とは異なり、急激な少子・高齢

化が進む課題先進国である我が国において、民間の創意工夫を活かした公益的活動を引き出

し、進めていくことによって、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解

決を図るという、画期的な取り組みであり、今後の我が国の社会の在り方にも大きな影響を及

ぼし得るものです。 

上記を踏まえて、どのような団体を指定するかについては、休眠預金等活用審議会における

議論を踏まえ、基本方針で定めることとなります。（法第 18条第２項） 

※ 指定活用団体は、一般財団法人であって、業務実施に足りる経理的・技術的基礎を有すること等を

条件に内閣総理大臣が一団体を指定します（法第 20条第１項）。 

※ 指定活用団体は、多種多様な事業を支援対象とし、多額の金額を取扱うとともに、貸付けに伴う債

権管理業務等も必要となります。 
 
Q2-2. 誰が指定活用団体を設立して、誰がその理事に就任するのでしょうか。 
A. 指定活用団体は、一般財団法人であって、民間公益活動促進業務の実施に関する計画の適切

性やその実施に足りる経理的・技術的基礎を有すること等を条件に内閣総理大臣が一団体を指

定することとなっています。 
より具体的な指定の基準や手続きについては、休眠預金等活用審議会において十分に審議し

た上で基本方針に盛り込むこととなります。また、指定活用団体の役員の人事については、指

定活用団体において選任及び解任されたものを内閣総理大臣が認可することによって効力を生

じることとなっています。             
 【第 18条第２項、第 20条、第 24条参照】 
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３．資金分配団体 

Q3-1. 資金分配団体は、どのような団体を想定しているのでしょうか。 
A. 資金分配団体としては、地域の実情に詳しく、実績もある中間支援団体が想定されていて、

例えば、全国的に助成事業を展開している助成財団、地域住民から寄附を集めて助成を行うコ

ミュニティ財団や市民ファンド、地域住民の資金に基づいて融資を行うＮＰＯバンク等が考え

られます。 
  なお、資金分配団体の選定については、公募により決定することとされています。（法第 22

条第５項）。その選定の基準等に関しては、基本方針に即して、指定活用団体が策定する「民

間公益活動促進業務規程」（平成 31年春頃を予定）や内閣総理大臣が策定する「基本計画」

（平成 31年夏頃を予定）において定められることになっており、今後の審議会での十分な議

論を踏まえて検討していくことになります。 

※コミュニティ財団、市民ファンド…様々な社会課題を解決するため、地域住民が主体となって運営

し、地域住民から寄附を集め、活動に助成を行う団体（全国で 60 団体程度） 

※ＮＰＯバンク…地域住民が自発的に設立し、地域住民の資金に基づいて、社会的に求められている

ニーズに対して融資を行う、非営利の金融機関（全国で 20 団体程度） 

 
Q3-2. 独立行政法人は、資金分配団体や現場の団体になり得るのでしょうか。 
A. 法文上は、独立行政法人が資金分配団体や現場の団体になることは排除されていませんが、

資金分配団体や民間公益活動を行う団体の選定に関する基準は、基本計画及び民間公益活動促

進業務規程で定めることとなっています。 
  その上で、独立行政法人は、国の事務及び事業のうち政策の実施に係るものを行わせる制度

として設けられたもので、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施さ

れることが必要な事務及び事業」であって、「民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施さ

れないおそれがあるもの」等を行わせるために設置されるものです（独立行政法人通則法第２

条）。 
一方、民間公益活動は、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を

図ることを目的とした民間の団体の活動ですので、国の政策の実施に係る事務・事業を行う独

立行政法人が民間公益活動を行う現場の団体になることを想定することには困難が伴います。 
また、民間公益活動については、税金に基づく予算措置という枠組みとは別に、かつ、民間

の団体が中心となり、現場の実情に応じて機動的かつ柔軟にニーズを汲み取っていく体制の下

に、その支援を促進することが望ましいと考えられていますが、現行の法令や予算制度の制約

の下で活動している独立行政法人が、資金分配団体として現場の団体の選定、監督等の業務を

行うことが、民間公益活動促進業務の実施体制としてふさわしいかどうかについては、慎重な

判断が必要だと考えられます。 
 
Q3-3. なぜ資金分配団体を経由するのですか。 
A. 休眠預金等交付金に係る資金は、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題

の解決を図ることを目的とした活動に活用されますが、そうした課題は地域ごとに様々で、一

つの組織だけで各地域の状況を的確に把握し、資金を適切に管理しながら助成等を実施するの

は困難です。 
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そこで、地域の実情に詳しく、実績もある中間支援団体を資金分配団体として選定し、資金

分配団体を経由して現場の団体に助成等を行うことで、地域の課題に応じて支援することがで

きるだけではなく、資金の不適切な使用を防ぐことや、資金の交付と併せて各地の現場の団体

の事業実施をサポートし、民間公益活動の自立した担い手の育成にもつながることを期待して

いるところです。 
また、これにより、現場の団体の公募・選定・監督等の業務は資金分配団体が行うこととな

り、指定活用団体の組織の肥大化を防ぐことにもつながります。    
    【第 22条参照】 

４．民間公益活動を行う団体 

Q4-1. 利潤追求を目的とする株式会社等に対して休眠預金等活用交付金に係る資金を活用する

ことは排除していないのでしょうか。 
A. 国及び地方公共団体では対応困難な課題の解決につながるものである民間公益活動は、非営

利にて活動する団体だけが行うものではなく、例えば社会起業家が株式会社形態にてそのよう

な活動を行うこともあります。本法律においては、そのような民間公益活動に休眠預金等交付

金に係る資金を活用することを排除していません。 
 

５．民間公益活動促進業務 

Q5-1. どのように事業の監督を行うのでしょうか。 
A. （１）監督に係る第一義的な責任は、休眠預金等の活用に関する事業の実施主体である指定

活用団体が負うこととしています。具体的には指定活用団体は、資金分配団体等に対して、 
① 毎年度の監査のほか、必要に応じ報告徴収や検査の実施 
② 事業報告書を提出させること 
③ 不正や目的外使用があった場合には返還させること 

等により、監督を行うことを予定しています。資金分配団体に対しても、現場の団体に助成

等をする際には、同様の監督を行うように求めることを予定しています。 【第 22条参照】 
（２）そして、指定活用団体に対する監督については、内閣府が責任を負うこととしていま

す。具体的には、以下のような監督権限等を有します。 
① 基本方針・基本計画の策定・公表を通じて、休眠預金等の活用に関する国としての考え

方を示す 
② 指定活用団体が作成する業務規程、事業計画等の認可 
③ 立入検査 
④ 事業報告書等を提出させた上で評価 
⑤ 役員の選任又は解任の認可 
⑥ 法令違反、不正等があった場合においては役員の解任を命令 
⑦ 指定活用団体が業務を適正かつ確実に実施できないとき等は指定の取消 
⑧ その他必要な限度において監督上必要な命令 

【第 18 条、第 19 条、第 23 条、第 24 条、第 26 条、第 31 条、第 33 条、第 43 条、第 44 条参照】 
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Q5-2. 資金の流用や不適切な支出等にはどのように対応するのでしょうか。 
A.  指定活用団体の民間公益活動促進業務に係る経理については、法律上、その他の事務に係

る経理と区分して整理しなければならないと規定されており、民間公益活動促進業務以外に休

眠預金等交付金を流用されることのないよう措置されています。資金分配団体及び現場の団体

についても同様にその他の事務と経理を区分することになると考えています。 
もし仮に流用や不正使用等の実態が明らかになった場合は、指定活用団体と資金分配団体、

あるいは資金分配団体と現場の団体との間の契約に基づき、助成金等の返還請求等の措置を講

じることになると考えています。                   【第 27条参照】 

６．スケジュール 

Q6-1. 第１号となる活用案件はいつですか。 
A. 政省令の制定や預金保険機構と各金融機関において休眠預金等を移管するためのシステムの

構築が必要なことを踏まえて、法律の施行日については公布後１年６か月以内となっていま

す。（法附則第１条第１項） 
また、本法律において休眠預金等は過去に遡らず、本法施行後に初めて発生することになっ

ています。具体的には、法律の施行日以降に最終異動日等から９年を経過する預金等が対象に

なり、法律の施行日から１年を経過して初めて 10 年間異動のない休眠預金等が発生します。 
以上を前提とすると、事業開始には法律の公布の日から３年程度を要すると見込まれます。 
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